
お知らせ

特定健康診査
（高血圧症や糖尿病など

の生活習慣病予防）

予約不要無料

無料

無料

無料

無料

無料

各種検診 ●各種検診・特定健康診査は取扱医療機関でも受診できます。
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大腸がん検診 40歳以上の方 300円

1,500円40歳以上の女性

18歳以上の方

年齢は問いません

職場や学校等で受診する
機会がない15歳以上の方

骨粗しょう症検診

歯科健康相談

結核健診
（胸部エックス線撮影）

検診室
（区役所1階）

検診室
（区役所1階）

検診室
（区役所1階）

エックス線室
（区役所2階）

▶電話 ： 06-4399-9882
▶来庁 ： 保健福祉課（健診）1階13番
▶行政オンラインシステム
   （要事前登録）

■抽せん ： 5月21日     に抽せんを実施し、
                    5月24日     に        等でお知らせします。
　                 

火
金

■申込期間 ： 5月14日     ～20日火 月7月25日 木 9:30～10:30

7月25日 木 9:30～10:30

5月28日 火 14:00～15:00

5月7日　・24日火 金

9:30～10:30

行政オンラインシステム（要事前登録）で申
込をされた方には8桁の申込番号（抽せん番
号）が自動で送付されます。抽せん結果公表
まで大切に保存してください。

● 各種検診・特定健康診査では手話通訳を配置できる
　 場合があります。（事前申込必要）
● 各種健診（検診）は、台風等で中止になることがあります。
● 料金免除の制度があります。詳しくはお問合せください。
● 結核健診の結果は、精密検査が必要な方のみに連絡します。

検診名 対象者 料　金 時　間 場　所

■ 時　間 ： 5月7日  　・24日　   9:30～11:00受付
■ 場　所 ： 区役所3階 会議室
■ 対象者 ： 大阪市国民健康保険（40歳以上）または、後期高齢者医療保険に加入されている方
■ 持ち物  ： 受診券、被保険者証、特定健康診査個人票（大阪市国民健康保険に加入の方）

火 金

★令和6年度より、保健福祉センターでの大腸がん検診は抽せんがなくなりました（予約申込は必要です）。

9:00～17:30（電話、来庁は　　　　除く）土 日 祝

※保育ボランティアあり　（乳がん検診のみ。必ず予約時にお申し出ください。）

■申込方法 ：乳がん検診
（マンモグラフィ検査）

※

大阪市国民健康保険加入者の方を対象に保健事業を行なっています

特定健康診査

1日人間ドック　

健康づくり支援事業

40～74歳
（年度内に40歳になる方を含む）

検診の種類 対象者 料金 その他

30～39歳
40～74歳

14,000円
10,000円

3,100円

昭和34年1月～昭和35年3月生まれの方
昭和44年1月～昭和45年3月生まれの方
昭和54年1月～昭和55年3月生まれの方
昭和59年1月～昭和60年3月生まれの方

40歳以上の方が受診する場合は、
特定健診の「受診券」が必要です

満18～74歳

問 06-4399-9956■特定健診受診券に関すること／窓口サービス課（保険年金） 2階25番
06-4399-9882■健診内容・健診場所に関すること／保健福祉課（健診） 1階13番

06-6208-9876 06-6202-4156
■1日人間ドッグ・健康づくり支援事業／　
     福祉局生活福祉部保険年金課保健事業グループ

（高血圧症や糖尿病などの生活習慣病予防）

視覚障がいのある世帯主の方（希望者）に、国民健康
保険料決定通知書に記載の保険料年額や月額等の
主な内容を点字文書にして同封します。
ご希望の方は、電話でお申し込みください。

※一度お申し込みいただければ、毎年のお申し込みは不要
　です。転居等により世帯主の変更や居住区の変更があっ
　た場合は、再度お申し込みいただく必要があります。

申込時にお聞きする事項 ： 住所•氏名•生年月日

国民健康保険料決定通知書の主な
内容を点字文書にして同封します

ファミリー・サポート・センター事業は、子育てを援助
してほしい人（依頼会員）と、援助したい人（提供会員）
が信頼関係を築きながら、子どもを預けたり預かった
りする活動です。「提供会員」として必要な知識を学ぶ
講座のご案内です。

提供会員の条件
・市内在住の19歳以上の方
・子育てで社会に役立ちたいと思っている方
　（送迎や一時的な預かりなど）

令和6年度・7年度の後期高齢者
医療制度の保険料率を改定します

・被保険者均等割額：57,172円
・所得割率：11.75％
・保険料の年間限度額：80万円
ただし、令和6年度の保険料については激変緩和措置
があります（年間限度額は、生年月日が昭和24年3月
31日以前の方もしくは障がい認定により資格取得し
た方は73万円。所得割率は、賦課のもととなる所得金
額が58万円以下の方は10.94%）。また、世帯の所得
が一定基準以下の場合、均等割額が軽減されます。決
定した保険料額については、7月にお知らせします。

詳しくは
こちら▶

06-4399-9956
窓口サービス課（保険年金） 2階25番問

06-4399-9947

詳しくは
こちら▶

06-4399-9956
窓口サービス課（保険年金） 2階25番問

06-4399-9947

保健福祉課（健診） 1階13番問 06-4399-9882

詳しくは
こちら▶

詳しくは
こちら▶

06-6699-3605

ファミリー・サポート・センター東住吉
（子ども・子育てプラザ内）

問

06-6699-3600

大阪市ファミリー・サポート・センター事業
「提供会員養成講座」受講者募集

「水防団」の団員を募集しています

近年、大規模な災害が全国各地で発生しています。「水
防団」は水害から「まち」を守るため活動しています。

大和川右岸
YouTube▶

募集の
お知らせ▶

カラスにご注意！

カラスは春先（5月から7月頃）にヒナを育てます。
この時期の親ガラスは、ヒナを守るために威かく行動
をとることがあります。こうしたカラスを見かけたら、
あわてず、すみやかにその場から離れましょう。

06-4399-9973
保健福祉課（生活環境） 1階15番問

06-6629-1265

06-6629-1265

06-6694-0271
大和川右岸水防事務組合問

06-6694-5190

!
令和6年1月に発生した能登半島地震災害により被
災された方々を支援するため「能登半島地震災害義
援金」の受付を行なっています。お預かりした義援金
は、日本赤十字社を通じて被災地の市区町村等の自
治体へ配布されます。皆さんからのあたたかいご支
援をお願いします。

令和6年 能登半島地震
災害義援金を受け付けています

区民企画課 5階54番問

06-6629-4564
06-4399-9734 詳しくは

こちら▶

5月7日　　9:30～ 電話・来館・ホームページにて火

10:00～5時間程度
20名（先着順）

6月20日　 ～7月18日木 木 木毎週　　全5回日　程
時　間 東住吉会館場　所
定　員 無料料　金
申　込

大阪市では、国勢調査などの基幹統計において統計
調査員として活動していただける方を募集していま
す。1調査につき約2か月の任命期間（実働日数は2週
間程度）で、調査活動に応じた報酬が支払われます

（1調査区あたり3～6万円程度）。
登録申請の際は、必要書類の提出と同時に簡単な面
接を行います。詳しくはお問合せください。

06-4399-9626
総務課 5階51番問

計画調整局統計調査担当問
06-6208-7865 06-6231-3751

大阪市登録調査員を募集しています

06-6629-4533

【入団資格】 
区内の防御区域内に居住また
は勤務先がある18歳以上の方

【活動内容】 
災害時の水防活動、災害時に
備えた管理施設の点検と水防
訓練など

対象となる方に、4月末頃から緑色の
封筒で「受診券」を順次送付しています

06-4399-9947
06-6629-1265
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広報 東住吉

 9:00～17:30（                 、年末年始を除く）　　　　市民局人権企画課（市役所4階）　　　 　06-6208-7489　　06-6202-7073
「犯罪被害者等支援のための総合相談窓口」

時間 場所 問土 日 祝


